
ひらたＣＡＴＶ株式会社行

BWA契約約款および重要事項を確認し、承認の上、下記の通り申し込みます。

■加入お申込者 20　　　　年　　　　月　　　　日

〒

　

(自宅) (携帯)

■重要事項説明
●契約変更・解除の連絡先

ひらたＣＡＴＶ株式会社

電話での受付の場合　電話番号0853-77-7773　（受付時間 9時～18時）

窓口にご来社での受付の場合　場所：島根県出雲市平田町2110-1　ひらたＣＡＴＶ株式会社（受付時間 9時～18時）

●契約変更・解除の条件

最低利用期間は6ヶ月です。6ヶ月以内に解約される場合は、解約手数料として3,630円(税込)をお支払いいただきます。

●初期契約解除制度のご案内

本契約により締結した電気通信役務は、初期契約解除の対象です。

□ 私はサービス内容および料金の説明を受けました。

□ 私はサービス提供エリアについての説明を受けました。

□ 私は契約の変更・解約の条件について説明を受けました。

□

□
□

お支払いの確認

□　クレジットカード支払申込書

- - -

名(given name) 姓(sur name)

/

□　口座引落(下記サービスの引落口座をご利用の場合、対象サービスを〇で囲んで下さい)

基本テレビ ・ 光インターネット ・ 光でんわ ・ わがとこモバイル ・ CS多チャンネル

□　新たな引落口座を登録(ひらたCATVサービスのご加入者様に限る)※別途お手続きが必要です

【ひらたCATVサービスご加入者様は、下記お支払い方法に対応しています】

初期契約解除の起算日は、ルータ(以下「無線機器」という)設置日、または無線機器を受け取った日から起算して8日を経過するまで
の間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発行したとき生じます。
この場合、お客様は①損害賠償もしくは違約金その他の金銭を請求されることはありません。②但し、本契約の解除までの期間におい
て提供を受けたサービスの料金、電気通信役務の料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費、又は機器購入費は
請求されます。この場合における②の金額は、別紙料金表に示した額となります。③また、契約に関連して弊社が金銭を受領している
際には、当該金銭など(上記②で請求する料金等を除く。）をお客様に返還いたします。弊社が初期契約解除制度について不実のこと
を告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって８日間を経過するまでに契約を解除しなかった場
合、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から８日を経過するまでの間であれば契約を解
除することができます。

【本件についてのお問合せ先・書面の送付先】
〒691-0001　島根県出雲市平田町2110-1　ひらたCATV株式会社
電話番号0853-77-7773(受付時間9時～18時 土日祝含む)

wi-fix加入申込書 加入者№
※契約約款については弊社ホームページ(https://www.wagatoko.tv)でも確認できます。
※個人情報の取り扱いに関しては、「個人情報保護基本方針)」を弊社ホームページで公表しています。
※表記金額は全て税込価格となります。

申込日

フリガナ

お名前

生年月日

住所

電話番号

　西暦　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　 　　　　日　　(満　　　　　歳)

カード名義
(ローマ字)

有効期限

月額料金は3,630円(税込)です。（端末レンタル料含む）

wi-fix端末の所有権はひらたCATVに帰属するものとします。ご解約の場合、wi-fix端末、付属品はご返却が必要です。

初期手数料として3,850円(税込)がかかります。

VISA ・ Master ・ JCB ・ AMEX ・ DINERS

収納企業 ひらたCATV株式会社

私は、以下に記入したクレジットカード発行会社が定める会員規約に基づいて、初期手数料、wi-fixルータ代、利用料を支
払うことを申し込みます。
※ひらたCATVからの領収書、請求書の発行はおこなっておりません。

カード番号


